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Ｗ Ｔ Ｉ価格の推移
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ドル／バレル

【史上最高値 】　９８．１８ドル （2007年 11月 23日 ）

○原油価格は2004年頃から上昇傾向にあり、昨年秋以降、暖冬を背景とした需
要減少等により価格下落したものの、本年に入ってからは再び上昇している。

○本年11月23日には98.18ドル／バレルとＷＴＩ終値で史上最高値を更新。
（ＷＴＩ瞬間値としては、11月20日の時間外取引で99.29ドル／バレルを記録。）
（※ＷＴＩ＝West Texas Intermediate）
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１．原油価格の動向１．原油価格の動向



・中国等アジアを中心とした
世界的な石油需要増

需 要
•資源開発投資減少、精製設備
老朽化、人材不足による供給
力低下

•政情不安・テロ懸念等の地政
学的リスク

供 給

上記需給動向を材料に資金が流入。
1. 投資――長期リターン：年金資産等のリスク
分散の観点からの資金流入（04年頃から）

2. 投機――短期的売買：ヘッジファンド等によ
る短期的利ざやを狙った投機的動き

金 融

原
油
市
場

金
融
市
場

最近の情勢

低金利・インフレ懸念

世界的な過剰流動性

サブプライム問題

２．価格高騰の要因２．価格高騰の要因

２２



－ 原油・石油製品価格の上昇による収益への影響は今年の夏より更に拡大し、収益を圧迫している企業の割合
は９割を超える。

－ 特に収益への影響が大きい業種は、窯業・土石製品、石油製品、パルプ・紙製品、出版・印刷、クリーニング、
運輸、繊維工業等。

－ 価格転嫁が困難な企業の割合は、今年の夏より若干上昇。全く転嫁できていないとする企業が６割。４割以上
転嫁できている企業は１割に満たない。

（平成１９年１１月２７日公表）（平成１９年１１月２７日公表）
～１１月上旬から中旬にかけて、全国の中小企業１，１３３社の回答を集計～

原油価格の上昇により収益を圧迫されている企業は９割を超える。

《収益への影響》
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《価格転嫁度合い》
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３．原油価格上昇による中小企業への影響３．原油価格上昇による中小企業への影響



○中小企業金融対策
・ 政府系金融機関からの借入金に係る既往債務に関し、個々の中小企業者の実情に応じて返済条
件緩和を実施。
・ 政府系金融機関・民間金融機関に対し、原油等の価格上昇に伴う影響に配慮するよう要請。
○下請適正取引等の推進
・ 関係事業者団体等に対し、原油等の価格上昇に伴う下請事業者への配慮を行うよう要請。
・ 価格転嫁を不当に妨げる事業者に対し、下請代金法に基づく検査を積極的に実施。

関連中小企業対策関連中小企業対策

○特別相談窓口
・ 全国９４３箇所に特別相談窓口を設置
（平成１７年９月～平成１９年１１月末の累計相談件数：６,４４３件 ）

○中小企業金融対策
・ 政府系金融機関等によるセーフティネット貸付・保証
（平成１７年９月～平成１９年１１月末の貸付・保証実績件数：５,４０１件、金額：９９２億円）

○下請適正取引等の推進
・ 下請適正取引ガイドライン（平成１９年６月）、買いたたき防止のためのガイドブック（平成１９年７月）
を策定・周知等

４．原油高騰の影響を受けている中小企業への支援４．原油高騰の影響を受けている中小企業への支援

○特別相談窓口による対応、政府系金融機関のセーフティネット貸付等の対策を実施。

○原油価格上昇が中小企業に与えている影響についての調査結果を踏まえ、一層の中小企業
金融対策の実施、原油等の価格上昇に伴う下請事業者への配慮要請など、新たに講じる対策
を発表（11月27日）。

○特別相談窓口による対応、政府系金融機関のセーフティネット貸付等の対策を実施。

○原油価格上昇が中小企業に与えている影響についての調査結果を踏まえ、一層の中小企業
金融対策の実施、原油等の価格上昇に伴う下請事業者への配慮要請など、新たに講じる対策
を発表（11月27日）。

《これまでの対策》

４４

《新たに講じる対策》 （11月27日発表）



１．IEA事務局、消費国への働きかけ
○消費国やＩＥＡ（国際エネルギー機関）をはじめとする国際機関等への働きかけを通じ、国際

石油市場の安定に向けた国際協調を推進。
・ 甘利大臣が、ハットン英国ビジネス・企業・規制改革大臣に、ＩＥＡへの働きかけや消費国間の連携を呼びかけ、

ハットン大臣も賛同（１１月６日）。

・ ＩＥＡは我が国の働きかけなど受け、在庫水準の低下が投機を呼んでおり、生産者側の対応が必要で

ある旨の声明を発出（１１月７日）。

【１２月ＩＥＡ理事会の動き】

・１２月５日のＯＰＥＣ総会の結果を受け、ＩＥＡは、①イラク、アンゴラを含め、
ＯＰＥＣ加盟国全体の実際の生産量は、最近も増えていることを指摘する一方、②
最近の在庫不足は深刻であり、在庫の回復のため産油国に取組みを訴える内容の声
明を発出（１２月５日）。

・日本の主導で、ＩＥＡにおいて原油市場における投機等の影響について調査するこ
とを決定（１２月６日）。

２．産油国への働きかけ

○産油国には、甘利大臣から、アッティーヤ カタール副首相等産油国要人に対して産油国と

しての責任ある対応を要請。

３．今後の取組

○国際石油市場の安定に向け、引き続き国際機関や関係国等に対する働きかけを推進。

５．国際石油市場の安定に向けた国際的な働きかけ５．国際石油市場の安定に向けた国際的な働きかけ国際石油市場の安定に向けた国際的な働きかけ

○甘利経済産業大臣のイニシアティブの下、国際石油市場の安定に向けた国際協調を推進。

○引き続き注意深く市場を見守り、関係国と連携しつつ対応を検討。

○甘利経済産業大臣のイニシアティブの下、、国際石油市場の安定に向けた国際協調を推進。

○引き続き注意深く市場を見守り、関係国と連携しつつ対応を検討。

５５


